
様式５  

市民意見提出手続（パブリック・コメント）の実施結果について 

 

「宗像市国土強靭化地域計画改定（案）」について、市民意見提出手続（パブリック・コメ

ント）を実施しました。 その結果は次のとおりでしたので、報告します。 

 

計画・条例案等 の名称 宗像市国土強靭化地域計画改定（案） 

内容 
令和３年６月に策定した「宗像市国土強靱化地域計画」の

改定を行うもの。 

実施期間 令和８年２月７日（土） ～ 令和８年３月９日（月） 

意見提出状況 １人 ２件 

提出された意見の内容 

及びその回答 

別紙「宗像市国土強靭化地域計画改定（案）に関する市民意見

提出手続の意見及びその回答」のとおりです。 

問合せ先 

総務部 危機管理課 危機管理係 

〒８１１－３４９２ 

宗像市東郷１－１－１ 

ＴＥＬ：３６－５０５０ 

ＦＡＸ：３７－１２４２ 

メール： kikikanri@city.munakata.lg.jp 

 

 

mailto:kikikanri@city.munakata.lg.jp


様式４ 

宗像市国土強靭化地域計画改定（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその回答 

箇所 意見 対応 回答 

P２６ 

３－１① 

防災拠点となる公共施設につい

て、消防本部庁舎は震度６強で建

物に支障が出る可能性が調査の

結果明らかとなっています。今回

の計画では震度７想定ですので、

早期建て替えは最優先で行う必

要があります。しかし今後の計画

の中に記載されていません。例え

事務組合での予算の審議とは言

え、本市の市民の生命財産を守る

ための計画中に記載されていな

いのはなぜか。 

一部修正 ３－１の取組推進に、「消防施設の適正管理を

進める」ことを記載します。 

P３０ 

６－２③ 

最大震度７の想定下では、行政に

よる「公助」が限界に達すること

は明白であり、外部からの支援を

円滑に受け入れる「受援体制」の

強化は極めて重要です。災害ボラ

ンティアセンターの設置は当然

の事として進める必要があり、そ

のために人と財源の確保が必要

です。民間、ＮＰＯとのマッチン

グは、発災後に調整するのではな

く、平時から特定の活動エリアや

役割を具体的に割り当てる「事前

マッチング」を進めてください

（事前登録など）。 

原案どおり ご意見のとおり、発災時の受援体制の強化は平

時から備えが必要です。市では社会福祉協議会

をはじめ、全国にネットワークのある青年会議

所や、トヨタ自動車九州株式会社、日本赤十字

九州国際看護大学等との連携会議等を定例的

に開催し、市外からの支援体制の構築に取り組

んでいます。今後は、会議や訓練等を通して役

割分担や連携方法の明確化を進め、実効性のあ

る体制整備に取り組んでいきます。 

 

 


